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苑

我
が
國
に
於
け
ろ
農
産
物
生
産
調
査
に
就
て

・

高

岡

熊

雄

一
.

農
産
物
生
産
調
査
は

一
団
の
農
業
敬
策
を
樹
立
す

る
上
に
於
て
も
、
農
業
者
が
農
業
縄
螢
の
方
針
を
定
む
る
に

待
て
も
、

一
般
農
産
物
の
取
引
を
し
て
圓
瀧
な
ら
し
む
る
が
爲
め
に
も
、
叉
農
産
物

の
輸
送
を
圓
滑
な
ら
し
む
る

が
鳥
め
等
に
於
て
も
必
要
峡
く
可
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
ε
は
今
更
喋
々
す
る
の
要
は
な
い
。
然
る
に
現
時
我
が
・

國

に
於
て
行
は
る
、
農
産
物
の
生
産
調
査

は
當
事
者
が
多
大
の
努
力
を
佛

ふ
に
も
拘
は
ら

斎
其
の
方
法
が
不
完
全

な

る
矯

め
、
其
の
結
果
も
充
分
に
信
頼
す

る
に
足
ら
す
之
が
改
…艮
の
必
要
急
を
告
ぐ

る
も
の
あ
る
は
今
や
天
下
の

輿
論
で
あ
る
ご
言

ふ
て
差
支
.へ
な

い
有
様
で
あ
る
。
余
は
今
本
問
題
に
就

い
て
聯
か
論
究
を
試
み
ん
ご
す
る
に
當

っ
て
先

づ
我
が
國
に
於
て
村
は
る
＼
現
行
制
度
の
依

っ
て
來
り
し
所
以
を
知
ら
ん
ε
欲
し
維
新
以
降
に
於
け
る
制

度
の
沿
革
の
調
査
に
着
手
し
淀
。
然
る
に
農
産
物
生
産
調
査
の
當
局
者

π
る
農
商
務
省
に
於
こ
す
ら
何
等
此
の
種

の
調
査
な
き
の
み
な
ら
す
、
調
査
資
料

の
纒
ま
b
た
る
も
の
す
ら
な
か
り
し
に
は

一
驚

を
喫
せ
ざ
る
を
得
な
い
次

第

で
あ

み
。
爲
め
に
余
は
已
む
を
得
す
法
令
其
の
他
の
種
々
な
る
出
板
物
に
依
ゆ
て
自
か
ら
制
度
の
沿
革
の
調
査



を
試
み
た
。
只
何
分
に
も
斯
る
調
査
を
な
す

に
は
極

め
て
不
便
な
る
地
方
に
在

る
を
以
て
徒
ら

に
多
く
の
時
日
ε

勢
力
ε
を
費
す
の
み
で
其

の
結
果
の
之
に
俘
は
な
か
つ
だ
憾
み
が
あ
る
。
調
査
の
結
果
は
不
充

分
で
意

に
満
た
す

.不
備
な
る
黙
も
少
な
く
な

い
、
け
れ
こ
も
是
に
出
て
以
て
本
制
度
の
沿
革
の
大
要
を
窺
ひ
知
る
こ
ε
は
出
來
様
か

ε
思
ふ
。
若
し
誤
謬
の
熟
め
れ
ば
切

に
讃
者

の
斧
正
を
俟

つ
次
第
で
あ
る
。

二

明
治

の
維
新
は
人
能
く
呼
ん
で
破
壊

の
時
代
な
り
ε
云
ふ
。
成

る
程
政
治
上
に
於
て
は
三
百
鯨
年

の
長
き
間
繊

硬
し
π
る
徳
川
幕
府
を
倒
し
て
以
て
君
主
自
か
ら
政
治
を
親
裁
し
給
ふ
た
の
で
あ
る
。其
の
他
肚
會
上
に
於
て
も
、

脛
済
上
に
於
で
も
、
將
た
叉
思
想
上
に
在
て
も
古
今
未
曾
有
の

一
大
攣
化
を
疎
し
事

々
物

々
皆
な
破
壊

の
鐵
鎚
を

被
ら
ざ
る
も
の
な
き
が
如
き
有
様
で
あ

っ
た
。
然
る
に
醗
て
當
時
の
爲
政
家
の
爲
せ
る
所
を
能
べ
調
査
し
て
見

る

ご
只
徒
ら
に
破
壊
を
な
す
を
以
て
能
票
終
れ
り
ε
な
せ
る
も
の
で
は
な
か
つ
π
。
破
壊
は
畢
竟
暴
れ
建
設
の
爲
め

な
る
こ
ε
を
知

っ
て
、
徒
ら
に
空
理
に
耽
り
空
想
に
騒
ら

れ
て
勇
往
邁
進
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

一
見
す
れ

ば
極
め
て
放
膿
的
に
極
め
て
粗
放
的
に
見
ゆ
る
が
如
き
施
設
も
能
く
確
固
基
礎
の
下
に
立
論
せ
ん
ざ
努

め
た
。
是

は
實
に
我
が
帝
國
の
幸
輻
で
あ

っ
て
我
が
國
蓮
の
能
(
今
日
あ
る
所
以
で
あ
る
ε
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
當

時
の
時
世
は
破
壊
の
時
代
ご
言
は
ん
よ
り
は
今
日
の
流
行
の
言
葉
を
以
て
評
す
る
ε
き
は
寧
ろ
改
造

の
塒
代
な
り

し
ご
帯
す

る
方
が
蓋
し
適
僻
で
あ
ら
う
。
故
を
以
て
明
治
維
新
の
暴
あ
る
や
兵
馬
倥
偬
の
際
…な
り
し
に
も
拘
は
ら

す
、
國
策
を
撤
す

る
に
當
り
て
は
確
實
な
る
事
實
を
調
査
研
究
す

る
の
必
要
を
認
め
て
既

に
明
治
二
年

に
は
戸

口

の
調
査
を
行

っ
た
。
書
入
の
今
研
究
せ
ん
こ
す
る
農
産
物

の
生
産
に
關
す

る
統
計
的
調
査

の
如
き
も
既

に
明
治
の

説

苑

我
が
閾
に
於
け
る
農
産
物
生
産
調
査
に
就
て
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初
年
に
之
に
着
手
し
た
る
が
如
き
常
時
の
政
治
家
の
建
設
的
組
織
的
態
度
に
は
敬
意
を
表
せ
ざ
る
を
得
な

い
次
第

で
あ
る
。

明
治
政
府
が
農
産
物
に
聞
し
て
初
め
て
統
計
的
調
査
を
試
み
た
る
臨
農
産
物
の
儂
格
に
閲
す
る
も
の
で
あ
る
。

明
治
三
年
二
月
晦
日
民
部
省
は
天
下
に
令
し
て
先

づ
慶
應

元
年
よ
b
明
治
二
年

に
至
る
五

ケ
年
間

に
於
け
る
米
、

大
豆
、
荏
及
び
菜
種
な
る
五
種
の
農
産
物
の
償
格
を
調
査

せ
七
め
、
爾
後
毎
年
十
二
月
惣
限
り
て
其
の
年
の
償
格

を
調
査
報
告
せ
し
め
た
。
是
が
即
ち
牧
挽
の
目
的
以
外
に
農
産
物
の
償
格
を
調
査
し
た
る
嚆
矢
で
あ
る
。

.

調
査
す

べ
き
農
産
物
の
内
米
及
び
大
小
豆
は
人
畜
の
主
要
食
料
品
た
る
許
で
な
く
、
當
時
米
穀
は
團
庫
の
出
納

物
件
た
り
し
を
以
て
之
が
償
格
を
調
査
し
た
る
理
由
は
自

か
ら
明
瞭
で
あ
る
け
れ
こ
も
、
荏
及
び
菜
種
に
至
り
て

は
製
油
原
料
こ
し
て
使
用
せ
ら
る
玉
も
、
米
穀
ε
相
並
ん
で
主
要
農
産
物
た
る
萎
類
の
如

き
も
の
を
省
き
な
が
ら

特
に
此
の
二
種
の
農
産
物
の
贋
幣
を
調
査
し
た
る
所
謂
は
何
慮

に
在
り
し
ゃ
は
能
く
之
を
知
る
に
由
な
し
。
而
し

て
農
産
物
の
償
格
の
現
は
し
方
は
現
行
法
杯
ご
異

っ
て
金

一
両
を
以
て
軍
位
ご
し
之

に
封
ず
る
米
穀
其
他
農
産
物

の
数
量
は
何
程
で
あ
る
`
し
た
。
足
れ
十
鍛
年
前
ま
で
米
穀
の
取
引
等
に
於
て
置
く
行
は
れ
た

一
種
の
慣
習
で
あ

っ
て
政
府
も
亦
此

の
慣
習

に
依

っ
た
も
の
で
あ
る
。

農
産
物
の
償
幣

の
調
査
を
始
め
た
る
ε
殆
ん
ご
同
時
期

に
於
て
農
産
物
其

の
他
重
要
な

る
産
物
の
生
産
調
査
を

企
て
だ
。
是

は
明
治
三
年
九
月
で
あ
っ
て
民
部
省
内

に
新
た
に
勧
農
局
を
設
け
、
局
内

に
開
墾
、
橦
藝
、養
難
、
編
輯

及
び
雑
務
な
る
五
課
を
置
き
て
租
秩
序
的
に
産
業
に
關
す

る
政
策
を
行
は
ん
ε
し
た
時
で
あ

っ
た
。
民
部
省
は
九

凋
二
+
四
日
に
府
燃
弔
令
を
下
し
て
府
懸
物
濯

表
な
る
も
の
を
調
査
鎌
止
せ
し
む
る
こ
ミ

し
だ
。
此
の
企
は
維



＼

新
以
降

に
於
け
乃
最
初
の

一
般
生
産
調
査
た
る
ε
同
時
に
最
初
の
農
産
物
生
産
調
査
で
あ

っ
た
。
此
の
調
査
に
閲

す

る
太
政
官

の
令
達
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

土
地
物
産
之
多
寡
を
槍
殿
致
候
は
政
典
の
急
務

に
し
て
国
力
の
厚
薄
貧
富
を
鮮
明
す
る
威

に
候
就
て
は
山
川

.

海
陸
の
物
産
並
人
工
に
係
り
候
品
類
ε
も
其
の
管
内
取
調
不
洩
様
記
載
可
致
事

此

の
令
達
は
政
府
が
新
だ
.に
此
の
種
の
調
査
を
企
て
た
る
理
由
書
ε
見

る
こ
ご
が
出
水
る
。
政
府
は
善
政
を
施

行

せ
ん
ε
す
る
に
は
先
づ
我
が
國
の
経
済
的
實
力
は
如
何
な
る
状
態
に
在

る
や
を
知
悉
す
る
必
要
あ
り
ご
減
じ
た

の
で
あ
み
。
眞
に
建
設
的
政
治
の
真
面
目
を
能
く
獲
揮
し
て
飴
b
あ
り
ご
評
し
て
宜
し
か
ら
う
。
調
査
す

べ
き
産

物
の
種
類
ε
し
て
示
せ
る
も
の
は

一

米
、雑
穀
、
撞
類
、
油
類
、
酒
類
、
茶
菓
、
砂
糖
、
.莱
類
、
紙
類
、
漆
蝋
、
木
綿
、
朧
苧
、
懲
卵
、
紙
、
生
綿
、

勿
毛
皮
、
.革
類
、
海
産
、
魚
類
、
草
類
、
漆
將
、
鐵
器
、
磁
器
、
織
物
、
金
石
類
、
染
草
、
木
材
、
藥
品
、
雑

品
、

の
二
十
九
種
で
み

つ
て
術
此
の
外

に
漏
脱
し
た
も
の
は
総
て
皆
な
之
を
計
上
す

べ
し
ε
附
記
し
て
め
る
。
即
ち

此

の
調
査
の
品
目
中
に
は
米
、
雑
穀
、
茶
菓
、
翻
卵
等
の
如
き
農
産
物
を
も
含
ん
で
み
る
か
ら
、
余
が
此

の
調
査

を
以
て
最
初
の

一
般
生
産
調
査
で
あ
る
ε
同
時
に
最
初
の
農
産
物
生
・蔭
調
査
な
り
ざ
云
ふ
所
以
で
あ
る
。

調
査
す

べ
き
生
産
数
量
は
只
凡
季
均

}
歳
の
総
額
を
記
し
云
々
・し
あ
る
の
み
に
七
て
特
定
の
年
・も
定
め
す
叉
調

査
口
敷
の
如
き
も
僅
少

に
三
十
日
ε
限
ら
れ
あ
る
を
見
れ
ば
到
底
精
確
な
る
資
料
を
置
く
蒐
集
す

る
こ
ご
は
不
可

能

で
あ
る
か
ら
共
営
時
各
府
縣
に
於
け
る
生
産
の
概
況
を
知
ら
ん
ご
欲
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
加
ふ

凱

苑

我
が
國
に
於
け
ろ
農
産
物
生
産
調
査
に
就
て
.
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我
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に
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九
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九
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入

、

る
に
調
査
の
方
法
に
聞
し
て
も
中
央
政
府
よ
め
し
て
ば
何
等
指
示
す
る
所
な
一
、
全
然
之
を
各
府
縣
に

】
任
し
、

報
告
様
式
の
如

き
も
上
段

に
前
述
せ
し
産
物

の
品
名
を
記
し
、
下
段

に
米
の
下
に

「
何
萬
何
千
何
百
石
己
下
之
に

倣
ひ
其
総
額
を
記
す

べ
き
こ
ε
」

ε
あ
る
の
み
で
.数
量
の
軍
位
の
如
き
も
之
を
定
め
季
雑
穀
金
石
瀞
具
等

に
至

っ

て
は
「
其
の
種
を
分
類
し
名
目
を
記
す

べ
し
」
ε
あ
b

「
叉
員
藪
を
記
し
が
た
き
も
の
は
有
無

の
み
を
記
載
す

べ
き

事
」
ど
あ

っ
て
其
の
間

「
寇
す

る
所
な
く
統
計
的
生
産
調
査
ざ
し
て
は
其
の
方
法
極
め
て
不
完
全
な
識

を
菟

か
れ

な

い
が
、
是
れ
蓋
し
當
時
の
事
情
已
む
を
得
な

か
っ
た
こ
ξ
＼
思
ふ
。

而
し
て
此
の
令
達
に
基
く
調
査
は
果
し
て
如
何
な

る
結
果
を
得
た
か
天
真

の
結
果
は
公
表
せ
ら

れ
た
か
否
や
遺

憾
な
が
ら
之
を
知

る
.ぎ

を
得
な

か
つ
π
が
、
其

の
後
明
治
五
年
三
月
+
=
百

附
の
大
戯
者
第
三
+
七
號

の
令
達

中

に

「
府
縣
管
内
物
産
取
調
の
儀
庚
午
九
月
故
民
部
省
よ
り
藩
府
縣

へ
相
蓬
畳
候
趣

き
も
脊
老
僕
庭
右
は
飯
浦
云

云
」
ε
あ
乃
を
見
れ
ば
或
は
此
の
調
査
は
完
結

せ
ら
れ
な

い
儘
遂
に
塵
上
せ
ら
れ
折
角
の
布
令
も
只

「
片
の
室
丈

-

ざ
終

っ
た
の
で
は
な
か
つ
π
ら
う
か
。
暫
く
疑
を
存

し
て
置
く
。

一昌

一

真

の
後
民
部
省
は
明
治
四
年
七
月
塵
止
せ
ら
れ
、
從
來
洞
省
で
取
扱
ひ
來

つ
た
事
務
は

一
.切
翠

っ
て
皆
大
賊
省

に
移

つ
把
。
犬
蕨
省
は
前
陳
し
た
明
治
五
年
三
月
附

の
達
第
三
十
七
號
を
以
て
明
治
三
年
九
月

「附
の
民
部
省
令
を

廃
し
新
た
に
生
産
調
査

に
關
す

る
規
定
を
設
け
た
。

新
規
定
は
從
前

の
も
の
に
比
し
、
調
査
す

べ
き
産
物

の
敷
を
大
に
増
加
し
た
、
即
ち
砂
糖
及
び
雑
品
の
二
種
を

省

い
た
代
む
に
、新
た
に
萎
、
園
疏
、
畜
類
、
家
禽
、
桑

、
楮
藍
、
繭
、
踊
、
酢
、
醤
油
、
味
噌
、
甘
蔗
、
煙
草
、

,

・



金
銀
銅
器
、
珍
玉
珍
玩
類
、
藺
、
蕗
蒲
菰
、
敷
物
類
、
石
器
、
竹
器
、
筆
墨
類
、
薪
炭
等
を
加

へ
其
の
敏
四
十
六

種
蓬
な

つ
だ
。
農
産
物

に
關
し
て
も
前
記
の
種
類
中
饗
よ
り
蠕
に
至
る
九
種
及
び
甘
藍
、
煙
草

の
外
術
米
、
雑
穀

(
大
小
豆
、
粟
、
稗
)
菓
實
類
、
茶
、
漆
、
鷹
、
紅
花
、
綿
、
猛
種
、
紙
、
蝋
、
生
糸
等
を
含
む
か
ら
明
治
三
.年
の

達
に
比
す
れ
ば
大
に
其
の
敷
を
増
加
し
た
漁
此
の
布
達
中

に
例
記
し
た
農
産
物
の
種
類
中

に
は
現
今
ε
は
其
の
名

を
異

に
す

る
も
の
が
あ
る
。
例

へ
ば
園
疏
は
蔬
菜
で
あ

っ
て
、
菓
…貫
類
は
果
實
一類
、
畜
類
は
家
畜
で
あ
る
。
又
珍
玉

珍
玩
類
は
恐
く
は
賢
君
類
で
あ
っ
て
石
鴇
は
妬
類
等
を
含
む
で
居
る
の
で
あ
ら
う
。

叉
調
査
品
目
中

に
踊
を
加

へ

た
理
由
は
明
か
で
な
い
が
地
方
に
依
り
て
は
之
を
食
用
す
る
も
の
が
有
る
爲
め
で
あ
ら
う
。

調
査
匠
域
は
郡
を
軍
位
ε
し
、
米
姿
及
び
雑
穀
に
限
り

　
ケ
年
間
の
生
産
総
額
の
外
に
之
を
貢
納
、
簾
中
諸
費
、

自
家
費
消
、
及
び
他
國
輸
出
の
四
項
目
に
分
っ
て
夫

々
其

の
額
を
調
査
す
る
や
う
に
定
め
π
。
若
し
斯
く
の
如
き

詳
細
な
調
査
で
果
し
て
完
全
に
遂
行
せ
ら
れ
る
時
は
米
穀
の
償
格
政
策
等
を
擲
て
る
上
に
於
て
重
要
な
参
考
資
料

ε
な
る
の
は
盲

ふ
を
俟
た
な
い
所

で
あ
る
。
北
米
合
衆
國
が
今
日
塒
を
定

め
て
農
業
者
の
手
中
に
在
る
農
産
物

の

敷
量
を
特
に
調
査
す

る
ざ
梢
其
の
趣
を
等
ふ
す
る
も
の
で
め
る
。
然
し
當
時
の
時
勢

の
下
に
於
て
斯
の
や
う
な
詳

細
な
調
査
を
企
て
た
の
は
多
少
無
謀
の
戚
が
あ
る
、
果
し
て
後
に
述
ぶ
る
様

に
直
に
之
を
改
正
し
た
。
.

上
記

の
米
萎
及
び
雑
穀
の
三
種
を
除
く
の
外
地

の
産
物
弔
付

い
て
は

「
人
民
自
用

に
費
消
致
し
候
分
は
不
及
書

出
地
味
適
當
の
物
品
及
び
他
國

へ
輸
出
の
登
大
藪
可
調
出
」
ご
あ
る
の
を
見

れ
ば
、
生
産
者
が
臼

か
ら
消
費
せ
る
も

の
を
除
き
市
場
に
提
供
し
て
居
る
敷
畳
の
み
を
調
査

さ
せ
る
も
の
で
あ

っ
て
生
産
総
量
の
調
査
で
は
な
か
つ
だ
。

而
し
て
調
査
は
毎
年
之
を
行
ひ
、
翠
年
正
月
限
b
其
の
結
果
を
中
央
政
府
に
報
告
す

べ
き
規
定
で
あ
っ
π
が
、
後

號

苑

我
が
國
に
於
け
ろ
農
産
物
生
詣

査
に
塑

箪

二
巻

璽

ハ號

九

一)

九
〇
九

」、

b
.
.

'



.

既

苑

我
が
國
に
於
げ
ろ
農
産
物
生
産
調
査
に
就
て

弥
十
二
巻

(第
六
號

九
二
)
.
九
一
〇

.

明
治
六
年
達
第
八
十
七
號
を
以
て
報
告
書
の
提
出
期

日
を
翠
年
三
月
中
ε
改
正
し
た
。
府
縣
に
於
け
る
實
際
の
調

査
方
法
に
付

い
て
中
央
政
府
か
ら
何
等
指
示
す
る
所
な
か
っ
た
こ
ε
は
明
治
三
年
の
達

の
場
合
ε

異

る

所
は

な

い

。常
時
は
　久
蓮
山木
だ
齢
旧く
開
け
す
、
國
民
未
だ
生
心座
調
査

の
何
物
な
る
か
を
能
く
理
解
せ
す
、
或
は
…収
税
の
目
的

の
矯
め
に
斯
く
の
如
き
調
査
を
な
す
の
で
は
無

い
か
ε
の
疑
を
抱

い
た
も
の
少
く
無
か
っ
た
の
は
、
達
文
中
に
も

「
右
は
國
内
出
産

の
総
数
取
調
候
儀

に
て
牧
椀
等
に
拘
り
候
儀
に
は
無
之
候
間
下
々
に
於

て
疑
惑
不
敏
候
様
諭
可

致
辮
」
ε
特
に
明
示
し
て
あ
る
の
を
見

て
も
之
を
推
知
す

る
こ
ピ
が
出
家
る
。
昨
年
第

一
回
国
勢
調
査

を
實
施
し

π
ε
き
、
国
勢
調
査
は
牧
税
の
爲
め
で
も
な

い
、
兵
役

の
爲
め
で
も
な

い
叉
犯
罪
検
畢
の
爲
め
で
も
.な

い
こ
ご
を

全
国
到

る
庭
で
懇

々
説
明
せ
ら
れ
た
こ
ご
を
思

へ
ば
,
今
を
去
る
こ
ご
約
五
十
年
前

に
於
て
国
民
が
生
産
調
査
を

以
て
牧
税
に
關
係
あ
る
で
あ
ら
う
ε
の
疑
を
抱

い
た
の
も
決
し
て
無
理
か
ら
ぬ
次
第
で
め
る
っ

明
治
五
年
の
大
賊
省
の
達
に
基
き
初

め
て
明
治
六
年
度

か
ら
生
産
調
査
を
行

つ
π
。
其

の
結
果
は
當
時
折
り
本

ε
し
て
公
表
せ
ら
れ
た
ε
云
ふ
人
が
あ

る
、
若

し
果
し
て
然
ら
ば
暴
れ
恐
く
は
企
國
に
一旦
る
最
初
の
生
産
統
計
で

あ

っ
て
叉
重
要
農
産
物
生
産
調
査
の
鳴
矢
ε
稠
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。
余
は
醤
塒
出
版
せ
ら
れ
た
蓬
云
ふ
折
本
に

付

い
て
研
究
せ
ん
ざ
欲
し
、
入
を
介
し
て
農
商
務
省
、
内
務
省
、
文
部
省
、
帝
国
圓
書
館
等
威
力
を
取
調

べ
π
が

「遂
に
之
を
見
出
す

こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
は
實
に
遺
憾
ご
す
る
所

で
あ
る
。
若
し
本
論
丈
の
讃
者
に
し
て
幸

に

之
を
所
賊
す

る
人
あ
ら
ば
余
に
之
を
示
せ
れ
ん
こ
ε
を
切
望
す

る
次
第
で
あ
る
。

明
治
⊥
ハ
年

の
調
査
書
は
前
記
の
如
く
余
は
自
か
ら
之
を
調
ぶ
る
こ
ざ
が
出
水
な
か
っ
π
け
れ
共
極
め
て
不
完
全



、

な
も
の
で
あ

っ
た
と
は
充
分
に
想
像
す
る
.を
得

べ
く
、
又
明
治
八
年
内
務
省
鋤
業
寮
か
ら
出
版
し
た

「
明
治
七
年

府
縣
物
産
表
」

の
凡
例
中
に
も
「
事
草
創

に
圏
し
各
地
方
の
届

書
全
備
せ
ず
且
調
方
に
於
て
も
互

に
精
粗
あ
b
」
云

云
ご
記
述
し
て
め
る
の
を
見
て
ピ
之
れ
を
知
る
に
足
る
。
是
れ
蓋
し
常
時
の
事
情
已
む
を
得
な
か

つ
元
爲
め
で
あ

ら
う
・
夫
れ
に
し
て
も
最
初
の
認
査
計
叢
が
鯨
り
に
微
細

に
調
査
項
目
ら
定

め
た
如

き
は
確
か
に
調
査

の
結
果
が

不
備
で
あ
っ
た

京

田
虎
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
例

へ
ば
米
及
び
簸

の
如
き
は
生
産
獲

数
量
を
調
査
す

る
外
に
、

街
之
を
細
別
し
て
貢
納
、
廉
中
諸
費
、自
家
費
消
、
及
び
他
国
輸
出
の
四
項
ε
な
し
て
調
査
せ
る
が
如
き
暴
れ
で
あ

る
、
統
計
的
調
査
に
経
験
を
重
ね
た
今
日
に
於
て
す
ら
斯
く
の
如
き
細
密
な
る
調
査
は
實
行
に
困
難
を
威

憧
ざ
る

を
得
な

い
、
呪
ん
や
國
内
未
だ
充
分
に
孚
隠

に
締
せ
ざ
り
し
維
新
當
初
の
時
代
に
於
て
を
や
で
あ
る
。

四

.

其
の
後
明
治
六
年
十
月
内
務
省
新
陀
に
設
け
ら
れ
従
来
大
賊
省

に
於
て
取
扱
ひ
來
た
り
し
農
政

に
閲
す
る
事
項

を
掌

る
に
至
る
や
藪
に
顧
み
る
所
あ

っ
て
か
明
治
七
年
七
月
十
七
日
甲
第
十
八
號
を
以
て
前
節
に
述

べ
た
大
藏
省

の
布
達

に
敦
正
を
加

へ
「
物
産

分
数
量
並
元
慣
(
償
格
)
に
し
て
明
瞭
な
ら
ざ

る
も
の
あ
り
」
`
の
理
由
の
下
に
米
萎

及
び
雑
穀
の
生
産
数
量
調
査
中
自
家
費
消
及
び
他
國
輸
潤

の
歴
別
を
な
す
を
贋
止
し
た
る
は
適
當
な
る
廃
置
で
あ

っ
た
。
而
し
て
内
務
省
は
新
た

に
物
産
表
の
様
式
を
定
め
、
調
査
す

べ
き
物
・産
の
種
類
を
増
加
し
、
各
府
縣
を
し

て
各
管
轄
涯
域
内

に
於
け
る
此
等
生
産
物
の
生
産
敷
畳
及

び
僧
格
を
調
査
し
、
翌
年
三
月
を
限
り
之
を
中
央
政
府

に
報
告

せ
し
め
た
。
.備
各
府
縣
は
管
内
の
郡
匪
を
匠
域
ε
し
、
各
適
宜
の
物
産
表
を
編
成
し
て
年
々
の
生
産
の
盛

衰
を
比
較
調
査
し
以
て
生
産
増
殖
を
計
る

べ
巷
途
を
講
ず

べ
し
ざ
諭
し
た
。

説

苑

我
が
國
に
於
け
ろ
農
産
物
生
産
調
査
に
就
て

・
第
+
二
巻

(第
六
號

九
三
)

九
=

{「

レ

「



篭

脱

苑

我
が
國
F
於
け
る
農
産
物
単
産
調
査
に
就
て

・
第
十
二
巻

(第
六
號

九
四
)

九
「
二

然

ゐ
星
當
時
は
国
民
未

だ
依
然

ε
し
生
産

調
査

の
何
物
な

る
や

を
充

分
に
了
解

せ
ず

、
牧
挽

の
口
的

の
矯

め

に

利
用

せ
ら

る

、
も

の
で
あ
ら
う

ε
の
疑

問
を
抱
く
あ

の
少

な
く
な

か

つ
π
ε
見

え
先

年

の
大
藏
省

の
達

は
等

し
く

明
治
七
年

の
内
務

省

の
達

に
於

て
も

、
時

に
比
熱
を

憂
慮

し
其

の
然
ら

ざ
る
所
以
を
論

じ
、
生
産

調
査

を
實
施
す

る
理
由

は

一
、
皇

国
物
産

の
全
量
を
表

し
漸

次
富
饒

の
實
を

験
す

る
こ
ご
。

二
、
各
地

方

の
盛
衰

を
詳

に
す

る

こ
ε
。

三
、
年

々
歳

力
各

店
縣
物
産

の
多
寡

を
比
較
し
人

民

の
勉

否
を
照
著
す

る
こ
ざ
。

四

、
各
地

諸
物

の
有
無
を
通
知

し
貿
易

の
標
目
ま

で
総

て
.
一
目
瞭

然
だ

ら

し
む
る

こ
ご

に
あ
り

ご
述

べ
て
あ

る
。
簡
輩
な

が
ら
能
.く
生
産
調

査

の
意

義
を
明

に
し
て
居

る
。

當
時

は
多

年
孤
立
経
済

の
下
に
在

つ
だ
藩
が
壌
止

せ
ら

れ
て

か
ら
未

だ
多

く

の
歳

月
を
経
過

し
な

か

っ
た
時

代

で
あ

っ
た
か
ら

、
産

物
の
尺
度
、
数
量

の
名

禰

の
如

き
も
地

方

々
々
に
依

っ
て
色

々
異

な
り
渕

へ
ば
甲
地

に
於

て

何
故

ε
唱

ふ

る
に
乙
地

で

は
何
丸

何
巻

`
云
ひ
、
或

は
何

万
仞
斗

ご
樗
す

る
所

あ
れ
ば
何
駄
句
荷

ε
呼

ぶ
所

あ

る

等
統

一
せ
ざ

る
も
の
少

な
く
な

か

つ
π
。
今

當
特

用

ひ
だ
単

位
の
名

構

の
主
な

る
も

の
を
列
記
す

れ
ば

、
石
、
噸

、

斤

、
坪

、
尺
、
.〆

、
反

、
緻
等
は
最
も
普
通

に
用

ひ
ら

れ

た
が

、荷
其

の
外

に
本

、
.束

、
枚

、
疋
、
筋
、

頭
、
朋
、

尾
、
箱

、
樽

、
桶

、
寵

、
俵
、
梱

、
箇

、
丸

、
巻
、

挺

、
樟
、
.把

、
頼

、
杯

、
.帖

、
.部
、
冊
、
帳

、
壌

、
瓶

.
壷
、

曲

物
、
蓋

、
脚

、
輔
導

あ

っ
て
全

国

に
於
け

る
生
産

物

の
数
量
及

び
償
格
を
調

査
す

る
に
當
り
頼

む
複
雑

を
恋
す

恐

が
あ

る
。

さ
陶
足

て
軍

艦
調
査
土

の
理
由

か
ら

し

て
金

園
を
通
じ
て
夫

か

一
定

し
て
居

る
電
位

の
名

禰
を
探

瀾

「



9

す
る
こ
`
に
し
ゃ
う

か
不
慣
の
欝

珍
却

っ
て
不
絡
合
を
醸
す
恐
も
少
な
く
獄
か

っ
た
α
龍
に
政
府
は
地
方
に
於
て

一
.般
に
呼
び
慣
れ
て
居

る
名
構
を
其

の
儒
用
ひ
さ
せ
其
の
内
容
を
附
説
せ
し
む
る
こ
ε
、
し
た
。
又
生
産
物
の
品

質
の
善
悪
如
何

起
依
り
て
償
格
の
差

の
大
な
る
も
の
あ
る
場
合
に
は
、
同

一
品
目
を
更
に
二
三
等

に
匠
別
し
て
其

の
償
絡
を
調
査
せ
し
め
た
。
生
産
調
査
の
矯
め
常
時
の
當
局
者
が
彿

つ
た
苦
心

の

一
方
で
な
か
っ
た
の
は
充
分
に

推
㎝劃
す

る
こ
ε
が
出
京
る
。

調
査
す

べ
.き
生
産
物
の
種
類
は
頗

る
多
敷
で
あ

っ
て
大
分
類
の
み
で
も
四
十
五
種

に
上
り
、
更

に
各
分
類
に
於

て
.調
査
す

べ
き
生
産
物
の
種
類
を
列
暑

し
其
の
藪
四
百
十

}
種
の
多
き
に
達
し
で
居

る
。
加
之
樹
各
部
類
に
旛
す

べ
き
も
の
で
列
星
せ
ら
れ
な
い
も

の
あ
る
ε
き
は
等
し
く
之
を
調
査
す

べ
し
ε
規
定
し
て
あ
る
の
を
見
れ
ば
.
欝

屈
者
は
恐
く
は
各
地
方
に
於
て
生
産
す

る
も
の
は
細
大
漏
…さ
す
悉
く
之
を
調
査
せ
ん
ε
欲
し
、
調
査
す

べ
き
種
類

の
敷
を
増
加
し
て
果
し
て
調
査
が
可
能
で
あ
る
か
否
な
や
、
果
し
て
精
確
に
調
査
せ
ら

る
＼
か
否
な
や
等
の
問
題

に
は
飴
り
深
く
注
意
を
梯
は
な
か
っ
た
様
で
あ
る
、
調
査
す

べ
き
生
産
物
の
種
類
を
斯
ぐ

の
如
一
嚴
格
に
限
定
し

な
か
っ
た
矯
め
に
調
査

の
報
告
は
府
縣
に
依

っ
て
歴
々
で
め
つ
て
之
が
纏
計
を
な
す

に
餓
程
無
理
が
あ

っ
た
の
は

已
む
を
得
な
い
。

今
達

に
於
て
示
せ
る
生
産
物
の
種
類
を
示
せ
ば
穀
類
(十
四
種
)
米
穀
並
に
澱
粉
類

(十
二
種
)醸
造
物
類
(
九
種
)

園
疏
類
〔
五
種
)
種
子
並
に
菓
實
類

(二
十
二
種
)
藥
穂
並
に
製
藥
類

(
四
十
二
種
)漁
猟
類
(十

「
種
)
禽
獣
類

(二
十

六
種
〉虫
魚
、
甲
具
類
(
二
+
種

)海
藻
類
(五
種
)菌
螢
類
(四
種
)飲
料
及
食
物
類
(十

一
種
)
煙
草
類
(
三
種
)金
銀
銅

鐵
類
(
二
十

一
種
)
玉
石
鑛

土
類
(
二
十
七
撞
)繰
綿
蹴
類
(十
七
種
)縫
織
物
類

〔九
種
.皮
革
勿
毛
類

(
十
種
)
紙
類

説

苑

我
が
國
に
於
け
ろ
農
産
物
生
産
調
査
に
就
て
.

第
+
二
巻

第
六
號

九
手

九
一
三

'

、



競
.
苑

我
が
圃
剛「ド於
げ
ろ
麟辰
産
物
生
塵
調
査
に
就
て

・

第
十
二
巻

(粥
占ハ號

九
山ハ
∀

九
「四

(
九
種
)
文
具
類
〔十
徳
)臨
席
類
(
九
種
)諸
機
械
及
農
具
工
具
鍼
銅
工
具
(十
九
種

}染
具
塗
具
及
維
具
類

(十
種
)化

粧
具
類
〔八
種
)漆
器
類
〔十
四
種
)陶
器
類
(
十

一
種
)篠
竹
葭
器
類
(十
二
種
}柄
樽
類

〔七
種
)
戸
障
子
箱
指
物
類

(
七
種
)竹
本
類
〔
九
種
)網
縄
類
(
十
二
種
)
肥
料
及
飼
料
(⊥
八
種
)
.
金
銀
珠

玉
石
其
他
諸
金
圃
細
工
類
、
甲
介
角
牙
骨

細
工
類
、
朋
毛
皮
慧
細
工
類
、
武
具
馬
具
磁
類
、
小
宛
玩
物
類
、
硝
子
細
工
類
、
絹
綿
毛
織
細
工
類
.
励
團
扇
蓑

笠
浄
衣
傘
類
、
樂
岩
頚
萎
藁
細
工
類
、
薪
炭
類
、
雑
貨
玩
物
類
等
で
あ
る
。
此

分
類
を

一
見
す
れ
ば
當
塒
我
が
國

の
産
業
が
主
ε
し
て
原
始
的
生
産

で
あ

っ
て
、
製
造
工
業
が
未
だ
盛
ん
で
な
く
産
業
界
が
極
め
て
幼
稚
で
あ
る
こ

ご
を
知
る
。

以
上
陳
述
し
た
明
治
七
年
ヒ
月
附
の
内
務
省
の
達
に
基
き
て
調
査
し
た
る
結
果
は
、
璽
明
治
八
年
十
二
月

に
働

業
寮
よ
り
し
て

「
明
治
七
年
府
縣
物
産
表
」
な
る
題
目
の
下
に
菊
版
で
紙
敬
八
百
三
十
二
頁

の
.一
冊
ε
し
て
公
表

せ
ら
れ
た
。
物
産
表
は
現
時
の
農
商
務
統
計
表
撒
が
産
物
別
な
る
ε
異
な
り
三
府
六
十
.縣

.別
に
各
種
生
産
物
の
敷

畳
及
び
通
償
即
ち
生
産
額
及
び
債
額
を
掲
載
し
、
最
後
に
杢
國
に
封
ず
る
合
計
セ
示
し
て
あ
る
。
然
し
襲
き
に
述

べ
し
如
く
内
務
省
の
令
達
が
調
査
す

べ
き
生
産
物
の
種
類
を
適
確
は
定
め
ざ
り
し
ε
、
調
査
の
意
義
が
府
縣
に
依

b
て
充

分
に
了
解
せ
ら
れ
な
か
っ
た
ε
に
依
り
て
、
各
府
縣
の
調
査
し
π
生
産
物
の
種
類
に
多
少
が
あ
り
、
精

粗

の
差
も
頗
る
甚
し
の
其
の
間
統

一
を
欠

い
で
居
る
。
今
農
産
物
の
生
産
に
關
す

る
も
の
Σ
み
の
實
例
を
粥
げ
て
之

を
實
讃
し
や
う
。

東
京
府
、
穀
類
現
米
上
肉
同
中
、
同
工
、
大
変

上
、
同
下
、
小
変
上
、
同
下
、
裸
萎
、
畑
氷
、
大
豆
上
、
伺
下
、

小
豆
上
、
伺
丁
、
粟
、
稗
、
黍
、
蜀
黍
、
蕎
姿

、
大
角
豆
の
十
九
種
っ

、

'



穀
質
並

澱
粉

類
一
米
粉

、
翅

粉
、
蕎
萎

粉

、
豆
粉
、

小
変

粉
、
白

玉
粉

の
⊥
八
種
-、
園
疏
類
附
生
乾

-
蘿
蔔

、胡

蘿
蔔

蕪
菁

、
冬
菜

、
漬
菜

、
京
菜
、
三

つ
葉

、
葱

.
夏

葱

、
竈

豆
、
午
葵
、
波
穫

草
、
新
菊

、
生
薑

、
紫
蘇

、
欺

釜
、
一

蓮

根
、
冬
瓜
、
慈

姑

、
嗅

薬
瓜

、
萌

し
濁
活
、
濁
活

、
蕃

叡

、
蛾
媚

豆
、
枝

豆
、
刀

豆
、
茗
荷

、
竹
、
同
子

、
同

乾
、
萸

、
薩

、
莢
豌

豆
、

玉
蜀

黍

、
夏

蘿
蔔

、
細
根

羅
萄

、
二
年
子
蘿

蔔

、
乾
蘿
蔔

、
茄

子
、
南
瓜

、
芋
、
甘

庶
、

胡
瓜

、
白
瓜
、
筍

の
四
十

二
種
。
種
子

蓮
葉

實
類
附

生
乾

一
粟
子
、
荏

、
黒

胡
麻

、
蘿
蔔

子

、
胡
羅

葡
子
、
柿
生
、

梅
子

、
桃

子
、
巴
旦
杏

、
梨

子
、
葡
萄

、
枇
杷

.
無

花

果

、
栗
、
柚
子

の
十

五
種

、
禽
獣

類

-
牛

、
鶏

、
家
鴨
、

豚
、
兎

、
鶏

卵

の
山
八
種

に
な

る
に
京
都

府

に
て
は
穀

類

-
米
、
餅

米
、変

、
小
変

、
大

豆
、
小

豆
、
黒
大

豆
、山
里
豆
、

粟
、
稗

、
黍

、
唐
黍

、
蕎
婆

、
獄

豆
、
隠

元
豆
、
豌

豆
、
大
角

豆
、
小
角
豆

、
鹿
藍

の
十
九

種
、
穀
質

並
澱
粉
類

は
十
七
種
園
疏
類

、天
五
十

八
種

の
多

き
に
上
り
禽
獣

類

に
は
牛
馬

羊
豚
の
外
術
猪
、
鹿

、
猿
、
狐

狸
、
犬
、
猫

、

沖

、
鼠

、
猫

、
兎

鴨

、
雉
子

、
鳩
、
雀
、
鵜

、、
小

烏
、
磯
鷲
雄

、
鶏

、
鶏

卵
、
鶏

、
殼

↓
家
鴨

、
同

罪
、
錦

鶏

内局

、

和

{圓
鶏

、

厘

鵬

、

七

面

鳥

、

鴎

、

イ

ソ

コ
ウ

{局

、

ホ

ロ
く

鳥

、

ヵ

ラ

ケ

ソ
島

、

桃

{化
{局

の

激

暑
{及

び

償

額

を
掲
載
す
る
に
至
り
て
ば

實
に
滑
稽
ご
評
す

る
の
外
な

い
。
是
も
畢
竟
内
務
省

の
金
蓮
が
現
今
の
如
く
家
畜
類
ε

せ
す
し
て
禽
獣
類

蓬
分
類
し
窟
る
が
爲

め
に
斯
る
誤
謬
を
生
せ
し
め
調
査
の
意
義
を
失
は
れ
た
る
略
の
で
あ
る
。」

三
重
縣
の
如
き
は
穀
類
を
米
、
姿
、
小
安
、
大
豆
、
小
豆
、
蕎
萎
、
粟
、
黍
、
蜀
黍
、
黒
大
豆
、
稗
、
猛
豆
、

豌
豆
、
緑
豆
及
び
大
角
豆
の
十
五
種
に
分
ち
、
更

に
各
種
を
何
れ
も
皆
な
上
中
下
の
三
種
に
匠
介
し
て
者
共
の
藪

且
里
及
び
債
幣
を
示

し
て
居

る
。

以
上
ば
本
論
友
の
主
題
た
る
農
産
物

の
生
産
調
査
に
關
す
る
二
三
の
實
例
を
示
し

た

る

に

過
ぎ
な

い
が
農
産

観

苑

我
が
國
に
於
け
る
農
産
物
生
産
調
査
に
就
て

第
十
二
巻

(第
六
就

九
七
)

九
「
五



「

、

設

苑

我
が
圃
に
於
け
る
農
産
物
生
産
調
査
に
就
一L

第
十
二
巻

(第
六
號
九
八
)

九
「六

物
以
外
の
生
産
物
の
調
査
に
至

っ
て
も
同
様
な
弊
害

に
陥

つ
で
居
る
。
例

へ
ば
圖
書
及
製
本
類

に
於
て
十
八
東
路

大
日
本
國
.誰
、
軍
語
國
字
圖
解
等
各
種
の
躙
書
に
付

一
亙
其
の
部
数
及
び
債
額
を
示
せ
る
も
の
め
れ
ば
、
飲
料
及

び
食
物
類

に
於
て
、
パ
ン
、
カ
ス
ヲ
と

フ
、
上
羊
羮
、
中
羊
羮
、
下
羊
羮
、
饅
頭
、
掻
餅
等
に
厩
扮
す

る
も
の
あ

り
或
は
竹
本
類
に
て
杉
丸
太
を
更

に
長

さ
及

び
元
口
に
依
り
て
四
種
に
旺
労
す

る
も
の
あ
る
等
調
査
に
.何
等
の
統

一
も
な
く
、
叉
當
塒
の
四
国
の
境
遇

か
ら
推
測
し
て
到
底
精
確

に
調
査
す

る
こ
ご
の
出
來
な

い
程
度
に
至
る
ま
で

項
目
を
細
分
し
て
其
の
微
量
及
ぴ
傾
額
を
示

し
て
あ
る
。
足
れ
畢
竟
内
務
省

の
達
が
不
完
全
で
め

っ
た
の
ご
、

、各

府
縣
内

に
於
て
生
産
す

る
も
の
は
細
大
漏

さ
す
悉
く
之
を
調
査

し
て
始
.め
て
我
が
國
の
生
産
瓶
態
を
知
る
こ
ご
が

出
来
る
ビ
考

へ
た
斜
め
で
あ
る
。
然
し
統
計
に
關
す

る
科
學
及
び
技
術

の
未
だ
獲
達
し
奪
か

つ
た
常
時
に
於

て
當

局
者
が
斯
る
考

へ
を
抱
き
た
る
こ
ε
は
恕
す

べ
き
こ
ざ
で
あ
り
、
叉
統
計
的
調
査
を
基
ご
し
て
施
政
の
方
針
を
定

め
ん
こ
t
た
爾
政
塚
の
精
神
に
謝
し
て
は
大
に
敬
意
を
彿

ふ
債
値
が
あ
る
。

今
試
み
に
明
治
七
年
の
府
縣
物
産
表

に
依

っ
て
當
聴
の
生
産
歌
呪
を
調

べ
て
見
る
ご
、
全
国
の
総
生
産
額
は
償
顧

の
明
か
な
る
毛
の

、
み
で
三
徳
七
千
〇
七
十
八
萬
七
千
四
百
土
四
圓
で
あ
る
。
之
を
大
正
七
年
度
の
総

生
産
額
九

十
億
五
千
四
百
十
七
萬
四
百
六
十
二
圓

に
比
す
れ
ば
僅
に
四
二

%

に
當
る
に
過
ぎ
な

い
。
而
し
て
総
生
産
額

の
内
.

農
業
的
盈
産
物
は
二
億
二
千
四
百
四
十
九
萬
五
千
五
百
六
十
九
圓
で
あ

っ
て
.総
生
産
額
の

六
〇
・
五
四
%

に
相
當

し
、
我
が
國
が
農
業
國
で
あ

っ
穴
こ
ご
を
調
明
し
て
居

る
。
農
産
物
の
内
ま
な
る
も
の
は
無
論
米
で
あ

っ
て
、
其

の
数
量
二
千
五
百
九
十

一
萬
四
千
〇
十
五
石
債
額

】
億
四
千
二
百
七
十
九
萬
九
千
〇
二
十
五
圓
で
嬰
は
第
二
位
を

占

め
て
居
る
が
、
其
の
償
額
遙

か
に
下

っ
て
二
千
五
百
〇
七
萬
三
千
四
百
七
十
六
圓
に
過
ぎ
な
か
っ
た
叉
数
量
は

,



九
百
八
十
五
萬
八
千
三
百
三
十

一
石
で
あ
る
。

五

生
産
調
査
は
其
の
後
も
引
き
緩
き
實
施
せ
ら
れ
し
が
、
當
醤

も
す

れ
ば
塘
方
に
依

っ
て
は
内
務
省
の
達
に
依

ら
}
先
・に
公
布
し
だ
大
賊
省
の
達
に
依
る
も
の
も
あ
り
て
兎
角
調
査
に
統

一、を
峡
き
且

つ
調
査
の
方
法
も
精
粗
の

差
が
あ

っ
だ
か
ら
、
内
務
省
は
明
治
八
年
+
月
三
+
目
附
の
達
を
以
て
特
発

の
黙

に
注
意
を
促
が
し
先
年
の
達

書
に
照
準
し
て
橋
殿
に
調
査
す

べ
き
こ
ε
を
令
達
し
た
。

然
る
に
従
来
調
査
し
た
物
産
表
は
府
縣
の
全
管
内

に
於
け
る
産
物
を
集
計
す

る
に
止
ま

っ
て
府
縣
内
の

一
国

一

部
別
に
生
産

の
盛
衰
及
び
増
減
を
互
に
比
較
封
照
す
る
に
由
な
く
、
其
の
上
既

に
述

べ
し
如
く
調
査
す

べ
き
生
産
.

物
の
種
類
が
.餓
b

に
多
き

に
失
し
、
容
易
に
其
の
實
敷
を
知
り
難
き
も
の
す
ら
あ
り
、
叉
之
が
調
査

に
少
な
か
ら

ざ
る
勢
資
を
要
す
る
を
見

て
内
務
省
は
遂

に
之
が
改
正
を
企
て
た
。
内
務
省
は
明
治
十
年
八
月
十

一
日
の
達
を
以

て
総
て
物
産
は

一
部
毎
に
之
を
調
査
す

る
こ
ε
N
し
、
若

し
他
郷
に
分
渉
す
る
も

の
あ
る
場
合

に
は
其
の
本
管
に

係
る
も
の
＼
を
調
査

せ
し
め
、
斯
く
し
て

一
部
よ
ザ
起
算
し
推
し
て

一
団
に
及
ぼ
し
、

一
國
を
濱
合
し
て
寛

に
之

を
桑
園

に
蹄
宿
し
以
て
物
産
の
盛
衰
増
減
を
封
較
呵
る
に
便
な
ら
し
め
た

(
明
治
九
年
全
国
農
産
表
中
農
産
表
編

製
沿
革
)
の
で
あ
る
。
其

の
上
調
査
す

べ
き
品
種
の
敷
を
大
に
減
少
し
、
「
一
般
生
産

に
緊
要
な
る
農
産
物
」
の
み

を
選
び
、
工
業
、
林
業
、
漁
業
、
鑛
業
、
等
に
關
す
る
生
産
物
は
総
て
皆
な
之
を
省
略
し
た
。

諏
査
す

べ
き
農
産
軌
の
種
類
は
二
種
に
大
別
し
だ
、
即
ち
普
通
物
産
及
び
特
有
物
産
是
で
あ
る
。
普
通
物
産

`

は

「
各
地

一
般
に
耕
種
す

る
所
の

日
用
食
料

の
要
品
を
謂
ふ
」

ε
め
つ
て

今
日
吾
人
が

唱
ふ
る
普
通
作
物
で
あ

'訊

苑

我
が
圃
に
於
げ
ろ
農
産
物
生
産
調
査
「
就
て

・

第
十
二
巻

(第
六
號

九
九
)

九
}
七



設

苑

我
が
國
F
於
け
ろ
農
産
物
生
産
調
査
に
就
て
.

第
十
二
巻

(第
六
號

一
〇
〇
)

九
.一
八

る
。
其
の
種
類
を
分
っ
て
米
、
糟
米
、
大
夢
、
小
変
、
裸
夢
、
.粟
、
黍
、
稗
、
大
豆
、
蕎
萎
、
蜀
黍
、
玉
蜀
黍
、

甘
薯
及
び
馬
鈴
薯

の
十
四
種
窪
し
た
。
特
有
物
産
ご
は
.「
地
質
氣
僕
等

の
異
同
に
よ
り
て
産
出

の
地
方
限
り
あ
る

も
の
を
謂
ふ
」
と
あ
っ
て
今
日
の
特
有
作
物

ε
は
其
の
意
味
が
廣

い
。
其
の
種
類
は
假
b
に
下
の
二
十
八
種
ご
定

め
た
。
即
ち
實
綿
、
鷹
、
繭
類

(自
他
製
糸

に
拘
は
ら
ず
其
の
総
高
を
揚
げ
)
生
兼
類

(費
買
に
拘
は
ら
す
其

の

絡
一口同
を
褐
ぐ
)
藍
菓
、
製
茶
、
甘
庶
、
、楮
皮

〔
雁
皮
、
三
種
類
之
に
準
ず
)
生
蝋
、
液
汁

、
葉
煙
草
菜
種
、
紅
花

紙
類
、
人
参
、
椎
茸
、
藺
、
蜂
蜜
、
食
塵
、
乾
飽
、
乾
蝦
、
乾
魚
、
賜
、
鰹
、
鰭
、
海
参
、
鰹
節
、
石
花
菜
、
干

鯨
等
で
あ
る
。
荷
止
の
調
査
に
て
は
蔬
菜
県
費
類
中
に
て
腐
敗
し
易
.き
も
の
或
は
遠
方
に
運
搬

し
難
き
も
の
は
除

外
す

る
も
、
貯
蔵

の
方
法
其
の
宜
し
き
を
得

る
ご
き
は
遠
方
に
輸
送
し
得

る
著
名
な
る
産
物
、
例

へ
ば
紀
州

の
蜜

柑
、
甲
州

の
葡
萄
、
美
濃
の
柿

の
如
き
も
の
は
之
を
調
査
せ
し
め
だ
。
荷
内
務
省
の
蓮
に
米
》
大
変
、
小
変
、大
豆

の
四
種
類
を
除
く
他
の
産
物
の
名
稠
に
は

『
々
假
名
を
附
七
人
を
し
て
之
を
讀
み
易
か
ら
し
め
た
の
は
今
日

か
ら
.

見
れ
ば
眞
に
異
様
の
戚
を
起
さ
y
る
を
得
な

い
。

以
上
述

べ
た
各
種
の
産
物
に
就

い
て
調
査
す

べ
き
事
項
は
藪
量
、
通
貨
及
び
播
種
地
の
段
別
で
あ
る
。

第

一
、
撒
量
、

明
治
七
年
の
蓮
で
は
生
産
物
の
生
産
数
量
を
現
は
す
単
位
暗
地
方

に
於
て
實
際
普
通
使
用
す
る

む
の
を
其
の
徳
用
ひ
て
報
告

せ
し
め
た
る
を
以
て
、
調
査
の
結
果
た
る

「
明
治
七
年
物
産
表
」
の
如
き
製
表
は
頗

る
複
雑
茸
な
り
、
沓
府
縣
の
生
産
歌
祝
を
互
に
相
謝
照
す

る
こ
ビ
も
出
來
す
、
又
全
国
に
於
け
る
各
種
生
産
物
の

生
産
撒
量
の
総
額
を
精
確

に
知
る
こ
ε
も
不
可
能
こ
な
勘

、
調
査
の
効
果
を
大
に
削
減
し
陀
憾
み
が
あ

っ
た
。
政

府
も
弦
レに
顧
み
る
所
あ

っ
た
ε
見
え
明
治
十
年
の
木
曾
達

に
於
て
は
微
量
の
輩
位
を

一
定
し
、
穀
類
及
び
塾
類
に



瓠て
は
石
、
其

の
飽
は
紹
て
斤

〔百
六
十
匁

一
斤
)
を
用
ゆ
る
こ
ε

＼
し
た
の
は
生
産
物
の
統
計
的
調
査

に
於
て

一

大
進
歩
を
な
し
た
る
も
の
蓬
謂
ば
ね
ば
な
ら
滋
。
術
實
際

の
調
査
を
な
す
場
合

に
於
て
各
種
生
産
物
の
産
額
が
李

年

に
比
し
て
増
減
の
甚
し
き
も
の
あ
る
ε
き
は
能
く
其

の
原
因
を
究

め
て
沓
郡
衷

の
末
尾
に
附
記
せ
し
め
セ
。

第

二
、
通
貨

通
貨
ざ
は
今
日
の
所
謂
軍
慣
で
、
調
査
匠
域
内
に
於
け
る
各
種
生
産
物

の
総
慣
額
を
調
査
す
る

に
あ
ら
ず
、
皿
位
数
量
即
ち

　
石
若
一
は

}
斤

に
付
き

一
部
の
卒
均
積
弊
を
調
査

せ
し
め
た
、
從
っ
て
生
産
総
慣

額
を
知
ら
ん
ε
す
る
に
は
生
産
総
微
量
に
通
貨
を
乗
ず

る
必
要
.が
あ
る
。

-

第
三
、
播
種
地
の
段
別

是
は
本
命
蓬
に
於
て
新
だ
に
設
け
ら
れ
π

一
の
調
査
項
目
で
普
通
物
産
の
十
四
種
に

付
て
の
み
調
査
せ
し
め
た
。

明
治
十
年

の
金
蓮

は
従
来
の
も
の
に
比
す
れ
ば
既
述
せ
し
蓮
り
.調
査
す

べ
き

生
産
物
の
種
類
大
に

省
約
し
た

が
街
、一
時
に
総
て
に
付
て
完
全
を
求
む
る
こ
ε
は
不
可
能

で
あ

る
ぜ
寝
せ
し
殉
め
で
あ
ら
う
か
。

層

「
一
時

に
各
種
の
全
備
を
求
め
て
反

っ
て
其

の
實
を
得
ざ
ら
ん
よ
り
も
、
寧

ろ
下
手

の
緩
急
難
易
を
酌
量
し
て
特

に
全
力
を
有
用
必
盆
の
物
に
注
ぎ
以
て
其
の
詳
明
確
實
を
要
す
る
に
若
か
す

ε
す
。
散

に
或
は
地
方
の
情
況
に
よ

り
産
額
、
耕
地
、
通
貨
の
三
目
中
に
於
て

一
時
其
の
實
鰍
を
得
難
き
も

の
は
姑
ら
く
其
の
本
国
を
闘
際
し
て
漸
次

に
之
を
補
填
す

べ
し
偏
し
各
自
均
し
ぐ
・詳
か
な
ら
ざ
る
も
の
は
亦
敢
て
暗
算
せ
す
他
日
を

待
て

之
を
調
査
す

べ

し
、」
云
々
ε
諭
し
π
。
・明
治
七
年
の
蓬
は
調
査
の
精
粗
を
諭
せ
す
、
我
が
國

に
於
け
る
生
産
状
況
の
大
要
を
知
ら

ん
ε
欲
し
た
も
の
で
あ

っ
た
の
に
反
し
、
明
治
十
年
の
達

で
は
調
査
す
る
事
項
は
假
ひ
少
な
く
ご
も
出
来
得
る
限

り
精
確
な
調
査
を
な
さ
ん
ぐ」
努
め
た
も
の
＼
や
う
で
め
る
。
我

が
國
に
於
け
る
農
産
物
の
生
産
調
査
上

一
進
歩
ε

設

苑

我
が
醐
に
於
げ
7-農
産
物
地
産
調
査
に
就
て

第
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我
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國
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産
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産
調
査
に
就
て
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九
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稠
す

べ
き
で
あ
る
。
當
時
の
内
務
卿
は
大
久
保
利
通
卿
で
あ
っ
た
。

六

内
務
省
鋤
農
局
は
明
治
十

一
年
十

】
月

「
明
治
九
年
全
國
農
産
表
」
な
る
も
の
を
公
に
し
た
。
是
は
明
治
十
年

の
連
中
に
明
治
九
年
度
分
は
十
年
の
達

の

「
表
式
に
拘
は
ら
す
敷
景
通
貨
の
み
取
調
不
吉
候
」
ε
あ
る
條
項
に
基

.

き
て
調
査
し
た
結
果
で
み
る
。
此
の
農
産
表
で
は
十
年
の
蓮

に
倣

っ
て
農
産
物
を
先
づ
普
通
農
産
及
び
特
別
農
産

の
二
種
に
匠
別
し
、・
更

に
之
を
品
種
別
ぐし
し
て
其
の
数
量
及
び
中
等
償
啓
を
全
国
、
国
別
及
び
部
別
の
三
種
に
分

っ
て
調
査
製
表
し
未
だ
今
日
の
如
く
府
縣
別
の
調
査
は
な

い
。

之
を
明
治
七
年
度
の
物
産
表
に
比
す
れ
ば
農
産
表

は
遙
か
に
.製
表
が
簡
明
で
あ
っ
て
且

つ
統

「
し
て
居
る
。

.

狸
明
治
十
二
年

に
出
版
し
た

「
明
治
十
年
度
全
国
農
産
表
」

か
ら
始
め
て
明
治
十
年
の
達
に
基

い
て
調
査

b
た

結
果
を
公
忙
し
た
。
網
て
の
調
査
が
全
國
、
国
別
及
ひ
部
別
た
る
こ
ε
は
前
年
の
農
産
表

・こ
同
様
で
あ
る
。
只
播

種
地
段
別
は
本
年
始
め
て
調
査

の
結
果
を
公
に
し
π
が
調
査
の
結
果
の
詳
か
で
な
か

っ
た
地
方
が
あ
っ
て
全
国
に

於
け
る
各
種
農
産
物
の
播
種
地
総
面
積
を
知
る
こ
ε
の
出
来
な
か
っ
た
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
明
治
十

三
年
に
出
版

し
た
「
明
治
十
、一
年
度
至
國
農
産
表
」
か
ら

}
段
の
改
頁
を
加

へ
ら
れ
、
全
国

に
封
ず

る
播
種
段
別
も

不
充
分
な
が
ら
調
査
せ
ら
れ
、
傾
格
の
如
き
も
前
年
度
の
分
は
餐
品
種
別
の
総
償
額
の
み
で
あ

っ
た
が
、
比
年
か

ら
軍
位
数
量
に
封
ず
る
干
均
相
場
を
も
揚
げ

て
あ
る
。
然
る
に
何
故
で
あ
ら
う
か
「
明
治
十
二
年
度
全
國
農
産
表
」

か
ら
は
債
格

に
關
す

る
統
計
を
空
然
訣
ぎ
、
明
治
+
三
年
度
の
分
か
ら
絡
て
の
統
計
が
全
国
及
び
国
別
の
二
種
ε

な
り
て
那
別
を
屡
止
し
、
其

の
代
り
牛
馬
に
關
し
種
類
別
、
年
齢
尉
及
び
國
別
に
現
在
数
、
艶

死
徴
及
び
屠
殺
敷

ホ



を
示
し
て
あ
る
。
而
し
て

「
明
治
十
四
年
度
農
産
表
」
に
は
此
程
の
家
畜
統
計
を
全
然
鉄

い
だ
。

セ

是
、
{b
先
き
鋤
農
局
は
明
治
十
二
年
九
月

に

「
農
務
統
計
表
」
な
る
も
の
を
出
版
し
π
。
主

こ
し
て
前
陳
し
た

明
治
九
年
及
び
十
年
の
調
査
の
結
果
を
揚
げ
、
間
々
之
に
加
ふ
る
に
明
治
七
年
及
び
八
年
の
事
實
を
以
て
し
て
あ

る
。
本
書

に
は
統
計
表
の
外
に
種
々
の
圏
解
を
以
て
之
を
説
明
し
て
あ
る
。
恐
く
は
本
邦

の
統
計
で
圖
解
を
用
ひ

た
最
初
の
試
み
で
は
な
か
ら
う
か
。
本
統
計
表
に
揚
げ
て
あ
る
事
項
は
十
五
め
な
。
即
ち
耕
地

ご
各
種
土
地

ξ
の

比
較
、

農
夫

ご
総
入
口
ε
の
比
較

耕
地

.こ
農
民
の

割
合
、

耕
地
宅
地
の
方
積
、

各
道
農
産
物
出
額
比

較
、
.
各
道
農
産
物
灌
額
僧
幣
比
例
、

農
産
物
の
中
産
額
儂
格
百
萬
位
以
上
比
例
、

穀
類
農
夫
毎

一
人
牧
穫
比

例
、
特
有
農
産
物

四
種
軍
.位
債
格
比
較
表
、

普
通
農
産
物
出
額
四
ケ
年
李
均
表
、

全
国
十
人
繰
以
上
製
糸
比

較
、、

全
国
牛
馬

頭
比
例
、

内
国
亜
米
利
加
合
衆
国
人
口
牛
馬
比
例
同
地
圖
、
.
人
口
牛
馬
比
例
、

是
で
あ

る
。
.是
は
従
来
公

に
せ
ら
れ
た
統
計
を
利
用
し
て
我
が
國
の
土
地
入
口
及
び
農
業
的
生
産

の
嵌
呪
を
明
か
に
し
以

て
農
業
界
の
趨
勢
を
知
ら

ん
ε
し
た
填

に
有
益
な
る
試
み
に
な
れ
る
も
の
ε
組
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
木
表
引
用

せ
し
統
計
は
既
達

せ
し
如
く
未
だ
不
完
全
な
る
機
は
冤
か
れ
た
.
.い
が

一
見
し
て
當
聴
の
農
業
界

の
大
勢
を
窺

ふ
に

足
る
も

の
で
、
殊
に
本
表
に
掲
載
す
る
牛
馬

に
關
す
る
統
計
は
明
治
十
年

の
調
査
で
地
方
長
官

の
報
告

に
擦

っ
穴

の
で
あ
る
。
恐
く
は
維
新
以
降

に
於
け

る
家
箭
統
計
の
嚆
矢
で
あ
ら
う
。
此
の
調
査
の
結
果
に
依

れ
ば
當
塒
我
が

國
に
於
け
る
牧
馬

の
組
頭
敷
は

百
二
十
二
萬
八
千
〇
六
十
人
頭
で

牧
牛
は

百
〇
七
萬
四
千
六
百
四
十
五
頭
で
あ

る
。
而
し
て
牛
は
京
畿

よ
り
以
西
を
馬
は
以
東
を
以
て
主
産
地
ε
な
す

こ
ご
は
今
ε
別
に
攣
b
は
な

い
ρ
.

識

苑

我
が
四

於
け

み
農
産
栃
生
産
調
査

に
就
て

・
第
+
二
巻

(
第
六
號

一
〇
三
)

九

一
=

,



、

町

訊

苑

我
が
國
F
於
げ
る
農
産
物
生
産
調
査
に
就
て

第
+
二
巻

(第
六
號

δ

四
)

些

三

明
治
十
四
年
農
務
局
は
前
例
に
徹

っ
て

「
第
二
次
農
務
統
計
表
」
を
公
に
し
最
近
調
査
の
結
果
ご
過
去
の
事
實

ε
を
能
く
比
較
対
照
し
て
あ
る
。
製
表
及
び
製
圖
は
第

一
次
の
夫
れ
ご
始
り
大
差
な

い
が
多
少
其
の
数
を
増

加
し

て
十
九
表
ε
な

っ
て
居
る

。帥
ち
民
有
地
各
種
比
例

舟
囲
田
畑
宅
地
比
例
、

田
畑
反
別
荒
地
鍬
下
反
別
比

例
、

被
害

田
畑
反
別
比
例
、

被
害
米
損
毛
高
比
例

米
損
毛
高
分
合

一
覧
表
、

田
畑
人
口
比
例
、

古
今

田
積
石
高
比
例
、

米
産
額
四
年
合
計
比
例
、
十
二
年
.作
付
反
別
卒
年
比
例
、

全
国
米
消
費
統
計
附
東
京
府
下

米
消
費
概
計
、

十
=
年
度
各
酒
譲
造
米
石
高
表
、

人
民
常
食
種
類
比
例
、
小
作
農
夫
賃
銭
比
例
、
同

一
日
雇

銭
比
例
、

雇
夫
日
給
古
今
比
例
、

十
二
年
度
鋤
業
喪
比
例
、

米
楡
出
入
原
慣
比
例
、

糸
、
茶
、
綿
、
糖

輸
出
入
原
儲
比
例
、

牛
馬
増
減
褒
で
あ
る
。

八

其
の
後
明
治
十
四
年
新
た
に
農
商
務
省
で
設
け
ら
れ
、
農
事
統
計
の
調
査
は
四
務
省
の
千
を
離
れ
て
新
設
の
省

に
移
さ
れ
た
が
、
明
治
十
年
の
内
務
省
の
蓬
は
暫
ら
く
の
問
其

の
儘
引
続
き
て
實
施

せ
ら
れ
明
治
十
⊥
ハ
年
に
至

つ

把
。
農
商
務
省
は
同
年
十
二
月
二
十
八
日
附
の
同
省
蓬
第
二
十

】
號
を
以
て
新
た
に
農
商
務
通
信
規
則
を
定
め
、

全
国
に
亘

っ
て
遍
ね
く
蓮
信
の
氣
脈
を
達
す

る
目
的
で
、
後
来
の
如
く
軍
に
府
縣
廉
…の
手
の
み
を
籍
ら
す
新
た
に

各
地

に
通
信
員
な
る
も
の
を
置

い
て
報
告

の
任
に
當
ら
し
む
る
こ
冠
ム
し
た
。
通
信
員
は
中
央
政
府
が
任
命
す
る

も
の
で
な
く
各
府
縣

に
於
て
便
宜
之
を
設
く
る
規
定
で
あ

っ
た
。
然

る
に
通
信
員
の
報
告
は
府
縣
の
報
告
ご
等
し

く
直
接
主
務
省
に
迭
附
す

る
も
の
で
府
縣
の
子
を
維
な
い
の
で
め
る
。
此
の
黙
は
現
塒
米
國
に
於
け
る
農
産
物
調

査
の
方
法
ご
同

　
の
主
義

に
出
で

＼
居
る
。
只
通
信
員
の
職
務
の
範
囲
が
極

め
て
限
局
せ
ら
れ
て
居

っ
て
、
明
治



〆

十
⊥
ハ
年
の
蓬
r
は
何
等
の
規
定
な
か
り
し
が
翌
明
治
十
七
年
三
月
二
十
七
日
の
達
を
以
て
當
分
の
内

(
一
)
虫
害
蔓

延
の
勢
あ
る
時

(二
)
牛
馬
傳
染
病
劇
烈
の
徴
候
あ
る
置
き
に
の
み
限
ら
れ
て
居
る
。
農
商
務
通
信
規
則
に
依
る
報

告
は
定
期
報
ε
臨
時
報
ぐ」
の
二
種
に
分
た
れ
、
主
務
省
は
又
府
縣
廉

及
び
通
信
員
ご
諮
問
慮
暮
す
る
こ
ε
が
出
来

る
定
め
で
あ
る
。

其
の
後
明
治
十
七
年
六
月
.十
四
日
蓬
第
十
五
號
を
以
て
農
商
務
省
は
各
店
縣
を
し
て
夫
れ
～
＼
,管
内
に
執
行
す

べ
き
通
信
規
則
を
定
め
通
信

の
便
宜
を
計
ら
し
め
た
。
叉
中
央
政
府

へ
直
接
報
告
す

べ
き
通
信
員
は
府
縣
管
内
の

通
信
委
員
を
し
て
兼
ね
し
む

る
こ
・し
Σ
し
て
通
信
員
、
府
縣
及
び
中
央
政
府
ε
の
連
絡
を
取
る
こ
ご
Σ
b
た
。

明
治
十
九
年
三
月

に
は
省
令
第

一
號
を
以
て
農
商
務
通
信
事
項
を
定
め
て
概
況
報
告
部
及
び
統
計
部
の
二
ε
な

し
た
が
、
同
二
十
二
年
三
月

に
至
り
訓
令
第

一
號
を
以
て
概
況
報
告
部
を
廃
し
統
計
部
に
改
正
を
加

へ
、
更

に
明

治
二
十
七
年
三
月
三
十

一
日
附
訓
令
第
十
四
號
を
以
て
之
を
改
正
し
農
商
務
統
計
様
式
を
定

め
た
。

参

九

、噂

改
正
し
た
農
商
務
統
計
様
式
は
從
來
の
も
の
に
比
す
れ
ば

一
段
の
改
善
を
加

へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
置
く
農

工
商
業
に
亘

っ
て
多
撒
の
統
計
的
調
査
を
行
は
し
め
た
。
是
れ
よ
り
し
て
我
が
國
の
産
業
統
計
は
大
に
面
目
を
改

、む

る
に
至

っ
た
。
.冷
新
規
定
に
依
り
農
業
に
欄
す

る
も
め

＼
み
を
述
ぶ
.れ
ば
、
地
方
長
官
は
毎
年
左
の
十
四
種
の

農
産
物
に
聞
し
夫
々
規
定
の
調
査
事
項
を
調
査
し
、
報
告
期
限
ま
で
に
主
務
省

に
之
を
報
告
す
る
責
任
を
負
は
し

め
た
。
即
ち

・

.

'

説

苑

我
が
國
に
於
け
ろ
農
産
物
生
産
調
査

に
就
て

＼

第
+

二
巻

〔第
六
號

=
U
五
)



」

壷

説

苑

種

類

「
米
(
粳
米
、
糯
米
、
陸
米
)

一
嬰
(大
嬰
、
裸
嬰
、
小
黎
)

}
食
用
及
特
用
農
産
物

一
桑
畑
茶
畑

【
牛
馬

一
牛
馬
羊
豚

「
難
幣
眞
綿
及
慧
卯
紙

一
罪
鷲

一
夏
秋
猛

一
茶

我
が
國
に
於
け
ろ
農
産
物
生
産
調
査
に
就
て

.

調

査

作
付
段
別

・
牧
農
高
・

米
ε
固
し

作
付
段
別
及
政
経
高

段
別

欝
川†
二
侮

(第
六
親

事

項

一
段
歩

に
付
吸
藤
高

年
末
現
在
撒

、
乳
用
頭
数

出
産

、
斃
死

屠
殺
頭
敬
、
斤
量

・
便
複

声
鞭

、
数
量

飼
養
戸
坂
、
籔
量

岡
上

●

製
造
戸
鍛
、
殿
量

'

卜

幽

一
〇
六

)

九
二
四

報

告

朔

望
年

一
月

其
竿
入
月

翌
年
二
月
限

翌
年
八
月

璽
年
三
月
限

同

上

同

上

其
竿
入
月
限

其
年
+

「
月
限

翌
年
三
月
限

、
是
で
め
る
。
此
の
訓

耐
に
基
き
て
調
査
し
た
統
計
的
結
果
は
明
治
二
十
九
年
来
年

々

「,農
商
務
統
計
表
」
こ
し

て
出
版

せ
ら
れ
、
本
邦
に
於
け
る
重
要
農
産
物
の
作
付
段
別
生
産
費
牧
額
等
を
示
し
て
み
る
。

明
治

こ
+
七
年
t
定
め
π
農
商
務
統
計
様
式
は
其
の
後
明
治
三
+
年
二
月
訓
令
第
二
號
、
咀
治
三
+
二
年
七
月

訓
令
第
…、一十
四
號
、
明
治
三
十
三
年
三
月
訓
令
第
八
號
、
明
治
三
十
四
年
五
月
訓
令
第
十
四
號
、
明
治
三
十
七
年

九
月
訓
令
第
十

…
號
、
明
治
四
十
年
十

二
月
訓
令
第
三
十
三
號
、
大
正
三
年
十

一
月
訓
令
第
十
三
號
及
び
大
正
六

年
十
二
月
訓
令
第
二
十
號
を
以
て
改
正
を
加

へ
ら
れ
以
て
現
行
法
ざ
な

っ
た
。
就
中
大
正
三
年
の
訓
令
に
依

っ
て

從
來
農
産
物
の
作
付
段
別
及
び
生
産
額

の
み
を
調
査
し
来

っ
た
も
の
が
新
た
に
之
が
債
額
を
も
併
せ
調
査
す
る
こ

ε
N
な

っ
た
の
は
我
が
國
に
於
け
る
農
産
物
生
産
調
査
上
に
於
け
る

一
大
進
歩

ぜ
構

し
て
可
な
り
で
あ
る
。
此
の

改
正
に
依

っ
て
始
め
て
我
が
國
に
於
け
る
年

々
の
生
産
費
力
の
総
額
を
敷
字
的

に
知

る
こ
ご
が
出
來
る
様
に
な

つ



』

.「

た
Q斯

一
の
如
く
明
治

二
十
七
年

に
定
め
た
統
計
様
式
ば
其

の
後
屡
々
改
正
を
加

へ
ら
れ
た
結
果
ε
し
て
現
時

に
於

て
は
調
査
す

べ
き
農
産
物
の
種
類
も
大
に
増
加
し
嚢
き
に
ば
其
の
大
分
類
十
な
り
し
が
今
は
倍
加
し
て
二
十
.近
な

つ
だ
。
即
ち

種

類

　
米
【粳
米
、
糧
米
、
陸
稻
)

一
変
(大
饗
、
裸
饗

、
小
蓼
)

一
食
用
及
特
用

農
産
物
(三
十
四
種
)

「
食
用
農
産
物
定
期
調
査

(十
九
種
)

}
果
實

(十
三
種
一

}
緑
肥
用
作
物

「
桑
更

五
種
)

一
苗
木
定
期
調
査
〔
七
種
)

】
桑
畑
及
茶
輌

一
春
慧

「
夏
鐡

一
秋
.慧

一
養
猛
戸
数

】
蟹
務
類
及
置
綿

一
製
茶

】
家
畜
〔牛
、
馬
、
豚
、
緬
官
.、
山
羊

)

「
乳
牛

調

査

事

項

作
付
段
別
・
牧
穫
高

、

一
段
歩
攻
藤
高
、
偵
額

一
石

二
.付
償
絡

同
上

作
付
段
別
牧
覆
高

、
償
額

同
上
.

・

樹
駁
、
牧
褄
高

、
頂
額

作
付
段
別

、
牧
㎝穫
高
、
傾
額

鍛
量
、
偵
額

同
上

段
別

戸
数
、
嬢
櫨
、掃
立
枚
数
、
繭

数
量
、
慣
額
、

一
石

二
償
額

同
上

岡
上

、

製
造
戸
敷

㌔
繰
糸
金
殿

、
蟻
壁
、
慣
額
、

一
貫

に
付
偵
絡

製
造
戸
数

、
数
量

、
便
額
、

一
貫
に
付
板
絡

諦唄
数
、
出
産
、
斃
死

擁
乳
戸
蝋
、
頭
嶽

、
搬
・乳
{尚
、
・債
順

親

、
苑

我
が
國

に
於
げ

ろ
農
産
物
生
産
調
査
に
就
て

報

告

期

閣
年

一
月
限

其
年
八
月
限

翌
年
二
刻
限

同

上

同

上

其
年
九
月
限

其
年
八
月

限

同

上

斑

L

同

上

其
年
+
二
月
限

可

二

同
.

上

翌
年
二
刀
限

共
年
+

一
月
限

翌
年
三
月
限

同

上

笛

十
二
巻

〔館
大
難

}
Q
七
)

九
.
一五



巳

説

苑

我
が
國
」
於
げ

ろ
農
産
物
生
産
調
査
に
就
て

第
十
二
巻

(第
六

一
〇
八
)

九

二
六

一
家
禽

(鶏
鶯
)

飼
養
戸
数

、
敬
重

、
預
額

、
産
卵
数
量
、
偵
額

其
年
八
月
限

一
屠
殺

(戊
午
、
憤
、
豚
.
緬
羊
、
山
羊
)

屠
場
数
、
頭
鞭
、
斤
量
、
領
頚

翅
年

三
月
限

一
乳
肉
製
品

製
迄
戸
鍛

、
鞭
量

、
慣
額

岡

上

是

れ

で

あ

る

。

之

を

嚢

に

述

べ
た

る

明

治

二

十

七

年

の

実

れ

に

比

す

れ

ば

大

に

改

良

を

加

へ
ら

れ

た

こ

ε

を

知

る

こ

ご

が

出

来

る

。

　
O

.

農
商
務
省
は
明
治
二
十
七
年

に
重
要
農
産
物
の
蟹
股
調
査

に
付

い
て
殴
書
を
加

へ
た
の
み
で
な
く
、
同
年
五
月

一.一月
訓
令
第
十
七
號
を
以
て
「
農
商
務
統
計
報
告
規
程
」
を
定

め
て
、
實
牧
調
査
の
艸
に
最
も
重
要
な
る
農
埋
物
の

生
産
状
況
を
も
併

せ
て
調
査
す

る
こ
ご
正
し
た
。
即
ち
地
方
長
官
を
し
て
本
邦
農
業
界
の
大
宗
だ
る
米
作
に
付
い

て
は
開
花
及
び
成
熟
の
燥
呪
、
嬰
作
に
付

い
て
は
成
熟
の
暴
呪
及
び
鍛
兇
に
付

い
て
は
掃
立
よ
り
三
輪
に
至
る
ま

で
の
景
況
を
調
査
報
告

せ
し
め
た
。
是
に
由

っ
て
以
て
此
等
二
種

の
農
作
物
の
生
産
歌
呪
及
び
猛
兜
飼
育
の
状
況

を
豫
恕
し
得

る
様
農
産
者
共
の
地
の
關
係
者
に
参
考
資
料
を
供
す
る
こ
ご
㌧
な

っ
た
。
足
れ
亦
政
府
當
局
者
が
爲
.

せ
る
農
産
物
の
調
査
上

一
獲
展
ε
も
評
す

べ
き
で
あ
る
。
爾
地
方
長
官
は
虫
害
、
風
雨
、
水
旱
、
霜
串苞
の
害
、
森
}

林
の
火
災
、
漁
業
者
の
遭
難
、
其
の
他
各
種

の
災
害
及
び
産
業
土
著
し
き
影
響
を
生
す
る
事
件
が
獲
生
し
た
る
場

合
に
は
臨
時
に
中
央
政
府

に
報
告
す
る
責
任
が
あ
る
。

.

而
し
て
此
等
の
事
項
の
調
査
の
任

に
當

る
も
の
は
主
こ
し
て
郡
市
町
村
吏
員
で
め

つ
て
、
彼
等
を
補
助
す

る
に

地
方
に
於
て
相
當
の
地
位
名
望
を
有
し
賢
際
の
歌
切
に
精
通
し
且

つ
統
計
的
調
査

を
な
す
を
適
す
る
も
の
よ
b
撰



.

'

/

ん
だ
農
商
称
統
計
調
査
委
員
を
以
て
し
た
曾
.

・

明
治
二
十
七
年
の
訓
令
中
に
は
籠
亮
に
關
す

る
調
査
報
告
の
期
限
を
五
月
三
十

↓
日
・し
定

め
た
外
斗
米
婆

に
低

い
て
は
何
等
の
規
定
は
な
か
っ
た
が
、
明
治
三
十
六
年
十

一
月
訓
令
第
十
五
號
を
以
て
之
を
改
正
し
、
米
作
牧
穫

.

高
の
豫
想
を
二
百
十
日

一
濯
前

ざ
秋
分
の
二
回
に
調
査
す
る
こ
蓬
＼
し
、
、調
査
期
限
後
五
日
以
内

に
ま
務
省

に
報

告
せ
し
め
、
萎
作
牧
穫
高
の
豫
想
並
に
獄
兇
掃
立
か
ら
三
輪
に
至
る
ま
で
の
景
況
及
び
牧
繭
高
の
報
告
期
は
何
れ

も
五
月
三
十

　
.日
限
り
ご
淀
め
て
作
況
調
査
の
報
告
期
を
精
確
に
規
定
し
た
。

其
の
後
歪

六
年
量

り
七
月
附
の
訓
令
第
五
就
を
以
て
米
に
關
し
て
は
從
來
豫
根
絶

夢

・二
回
調
査
し
來

つ
た
も

の
に
新

た
に
加
ふ

る
に
水
稲
作
況

の
調

査

を
以

て
し
、
毎

年
八
月
十
五
日

現
在

の
作
況

に
付

い
て
道

聴
府

縣

に
於

て
直
接

調
査
し

、
其

の
月

の

二
十

日

ま
で

に
主

務

省

に
報
告

ず

る
こ
・し
に
改

め
穴
。
是

れ
即

ち
現
行

注
で

-

あ
る
G

、

'

水
稻
作
況
は
頁
、
租
艮
、
普
通
、
梢
不
[艮
、
及

び
　
艮
の
五
種
に
分
κ
れ
、
半
年
作
を
標
準
.L
し
之
に
比
し
て

増
版
五
分
を
超
ゆ
る
見
込
の
場
合
は
㎝艮
、
増
牧
五
分
以
内
の
見
込
の
場
合
は
梢
艮
、
年
年
作
の
見
込
の
場
合
は
普

通
、
半
年
伶
よ
り
減
収
五
分
以
内
の
見
込
の
場
合
は
稽
不
良
、
而
し
て
減
牧
五
分
以
上
を
超
ゆ
る
見
込
の
場
合
は

不
良

ε
し
た
。
而
し
て
藪
に
点脅
ふ
卒
年
作

ご
は
最
近
七
ケ
年
問
に
於
け
る
最
豊
最
凶
の
ニ
ケ
年
を
除
ぎ
残
り
五

ケ

年
間
の
生
療
額
を
孕
均
し
た
も

の
劫
云
ひ
、
之
ご
相
対
照
し
て
以
て
豫

め
其

の
年

の
米
作
の
作
柄
如
何
を
知
ら
ん

ξ
欲
す

る
も
の
で
あ
る
。
勿
論
其

の
.年
々
の
作
付
段
別
の
増
減
導
に
は

一
切
關
係
を
有
す
る
も
の
で
な
い
。

、
新
た
に
水
槽
作
況
の
調
査
を
始
む
る
ε
共

に
從
寒
行
ひ
來

つ
た
米
.鮎
豫
想
牧
穫
高
の
調
査
期
日
を
改
め
た
。
講

説

苑

我
が
國
に
於
け
ろ
農
産
物
生
塵
調
査
に
就
て

第
十
二
巻

(錐
穴
號

]
〇
九
}

九
二
七



.」

国

説

苑

我
が
國
に
於
け
ろ
農
産
物
生
産
調
査
に
就
て

第
十
二
巻
.
(第
六
號

「
「
○
)

九
」
八

査
の
回
徽
は
依
然
ε
し
て
二
回
な
る
も
第

一
回
を
毎
年
九
月
二
十
日
第
二
回
を
毎
年
十
月
三
十

一
日
現
在
・こ
し
、

前
者
は
九
月
三
十
日
、
後
者
は
十

一
月
十
日
限
り
主
務
省

に
報
告
す
る
こ
ご
、
な
つ
だ
。
此
の
二
回
の
調
査
は
作

呪
調
査

・し
異
な
り
、
掲
り
水
稻
許
b
で
な
一
睡
稻
を
も
併
せ
調
査
す
る
。
豫
想
調
査
を
な
す
に
は
成
る
可
く
各
町

村
吏
員
を
し
て
實
際
の
状
況
を
巡
視
せ
し
め
、
且
つ
精
農
者
数
名
の
意
見
を
徴
し
て
之
を
参
酌
し
て
調
査
報
告
す

,

る
規
定
で
.あ
る
。

現
在
米
の
外
豫
想
生
産
額
を
調
査
す

る
も
の
は
萎

ε
春
鑑
の
二
種
で
あ
る
。
饗
は
我
が
國
に
於
け
る
重
要
農
産

物

の

一
な
る
も
其
の
必
要
の
程
度
は
米

に
比
し
τ
溢

か
に
劣

れ
る
が
故

に
別
に
作
況
調
査
を
な
さ
す
、
又
豫
想
牧

.

穫
高
も
毎
年
只

一
回
五
月
廿
日
現
在
の
調
査
を
な
し
五
月
三
十

一
日
限
り
之
を
報
告

せ
し
め
る
。
最
も
萎
は
米
よ

ザ
も
地
方
に
依
り
て
大
に
栽
培
季
.節
を
異
に
す
る
を
以
て
新
潟
長
野
其

の
他
東
北
大
縣
は
六
月
十
日
、
北
海
道
.は

七
月

一
日
現
在
の
豫
摂
調
査
を
な
し
調
査
期
日
後
十
日
以
内
に
報
告

せ
し
め
る
。
調
査
の
方
法
は
米

の
夫
に
準
ず

る
の
で
あ
る
。
米
饗

ご
共

に
重
要
な
る
農
産
物
は
春
、鍛
で
め
る
。
故
を
以
て
現
在
も
春
獄
生
育
の
激
呪
及
び
豫
想

…収
繭
高
を
知
る
爲
め
に
騒
種
掃
立
豫
相
心放
散
、
前
年
の
審
{敷
、
生
育
の
良
否
、
桑
葉

の
過
不
足
沸
牧
繭
豫
想
{尚
及

び
前
年
の
買
収
高
等
を
調
査
し
、
五
月
.二
十
五
日
限
り
報
告

せ
し
め
る
。
最
も
欄
東
及
び
北
陸
の

一
府
十
二
縣

は

五
月
三
十

一
日
東
北
六
縣
及
び
北
海
道
は
六
月
十
日
を
似
て
報
告
期

ε
し
て
あ
る
。
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